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2 加東市都市計画マスタープラン　概要版

　都市計画マスタープランは、都市計画法に基づき、市町村の都市計画の基本的な方針を示すものです。この都市計画マスター
プランに沿って、土地利用の規制や誘導、道路、公園、下水道などの具体的な都市計画が定められます。
　本市では、2009（平成 21）年に策定した「加東市都市計画マスタープラン」に基づき、都市づくりを進めてきましたが、
市を取り巻く社会情勢が大きく変化している状況を踏まえ、計画の見直しを行いました。
　見直し後の加東市都市計画マスタープランでは、第２次加東市総合計画や東播磨地域都市計画区域マスタープランなど上位・
関連計画との整合を図りながら、目標年次を 2027（平成 39）年度
として、今後の都市計画の方針を定めました。

　加東市都市計画マスタープランは、将来都市像、土地利用及び都
市施設などのあり方を示す「全体構想」と、市域を 3つの地域に分け、
地域別の都市づくりの方針などを示す「地域別構想」、都市づくりの
実現に向けた体制の考え方を示す「推進体制」で構成します。

　本市がこれまで培ってきた豊かな自然や良好な住環境、充実した教育環境などを活かして、これからの都市づくりを展開し、
後世に継承していくための「将来都市像（都市づくりのテーマ）を以下のように定め、「まち（都市機能）」、「しごと（工業団
地や農業、伝統産業）」、豊かな「自然（みどり）」を資源に、新たな「ひと」の流れを生み出し、人口減少社会にあっても、多
様な「ひと」が暮らし続ける、持続可能な都市づくりを展望します。

は じ め に

都市計画マスタープラン⾒直しの趣旨

全 体 構 想

第 1 章　全体構想

第 3 章　推進体制

第 2 章　地域別構想
●将来都市像と
　都市づくりの基本方針
●将来都市構造
●分野別の方針

●地域区分の設定
●地域別の方針
　・社地域
　・滝野地域
　・東条地域

まち・ひと・しごとが⾃然とともに発展するまち 加東
将来都市像（都市づくりのテーマ）

ひと・しごとが集まる
利便性の高い都市づくり

・都市機能が集積した中心拠点、地域の生活を支える拠点の形成
・新たなストックの創出と誰もが便利に暮らせる住環境の形成
・働く場の拡大、産業の中核都市化

快適で暮らしやすい都市づくり
・道路や上下水道など既存の都市基盤施設の適切な維持管理
・広域交通基盤を活かした広域間連携の強化
・市内の拠点間連携、地域公共交通ネットワークの充実

自然が豊かで潤いのある都市づくり ・豊かな自然環境や景観の保全
・歴史文化的資源の保全、水と緑を活かした都市景観の形成

安全・安心の都市づくり ・ハード・ソフトの防災対策、交通・防犯対策
・まちのバリアフリー化の推進、ユニバーサルデザインの導入

協働による都市づくり ・�市民、事業者、NPO、大学などの多様な主体がそれぞれの役割を担い、
地域の課題解決を図れる協働体制を構築

都市計画マスタープランの構成

将来都市像

都市づくりの基本方針
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　これまでに築いてきた都市基盤や都市機能を活かし、本市の中心となる拠点の創出やゾーン形成を進めるとともに、それら
を市内外と有機的に結ぶネットワークを構築することで、多極ネットワーク型の都市構造の創造を目指します。

まちの拠点
やしろショッピングパーク Bio 周辺
・�人々が集まり、にぎわい、くつろぎ、交流し、さらに、働
く場となる拠点を創出

ストック創出ゾーン
社地域、滝野地域の市街地や鉄道駅の周辺
・�都市基盤の維持及び新たな基盤の整備、生活サービス機能
のさらなる誘導により、活力のあるゾーンを形成

既存ストック活用ゾーン
東条地域の土地区画整理事業の区域など
都市基盤が整備された市街地を中心とした地域
・�低・未利用地の有効活用や生活サービス機能の誘導により、
市街地の充実を図り、定住人口の増加を促進

環境保全ゾーン
各ゾーンを取り巻く、田園環境や里山環境など、
多様な自然環境を有する地域
・�農地や森林などの保全を基本としつつ、地域の実情
に応じたメリハリのある計画的な土地利用を誘導
し、地域活力を維持

ネットワークの構築
広域連携軸：高速道路・一般国道
都市間連携軸：主要地方道
地域間連携軸：一般県道
・�国や県などの関係機関と連携しながら、道路ネット
ワークの充実などに取り組み、これら連携軸の機能
を強化
・�地域の連携強化に向けて、道路・地域公共交通・情
報によるネットワークを強化

将来都市像

：市街化区域等

：非線引きの用途地域及び
　区画整理等面整備を行った範囲

：主要地方道

鉄道（JR）

高速道路

：国道

：一般県道

まちの拠点

産業拠点

ストック創出

ゾーン

軸

広域連携軸

構想路線）

）

都市間連携軸

既存ストック

活用ゾーン

環境保全ゾーン

拠点

ゾーン

地域間連携軸

地域公共交通による
拠点間の連携軸

滝野社 IC/BS滝野社 IC/BS

社 PA/BS社 PA/BS

ひょうご東条 ICひょうご東条 IC

東条 BS東条 BS

至舞鶴

（加西市）

（西脇市）

至
大
阪

至明石

神戸方面へ

（小野市）
（三木市）

（三田市）

（篠山市）

至亀岡

至
岡
山

至
姫
路

社
町
駅

社
町
駅

滝
野
駅

滝
野
駅

滝
駅

滝
駅
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分野別の方針

土地利用の方針

◉�土地利用を、「都市的土地利用」、「農業的土地利用」、「自然的土地利用」に区分し、それぞれが調和した都市環境の形成を目指します。

1

都市的土地利用

都市機能
集積
エリア

・�まちの拠点（Bio 周辺）は、商業・業務、交通、
居住などの都市機能の集積を図るとともに、新た
な交通の結節点及び交流の拠点を創出。
・�市街化調整区域においては、地区計画制度の活用
や市街化区域への編入、商業系用途地域の指定な
どを検討。

駅周辺
活性化
エリア

・�JR 滝野駅、社町駅周辺は、商業・業務系などの
土地利用を誘導。

住居地
・�既存ストックを活かした宅地供給や低・未利用地
の有効利用を推進し、利便性の高い住環境を形成。
・�戸建て住宅地は、用途規制などに基づき、良好な
住環境を維持・保全。

住工
共生地

・�住工の調和を図りつつ、住宅や商工業などの機能
を複合的に集積。
・�滝野社 IC 周辺は、広域交通結節点の利便性を活
かし、産業を集積。

工業地
・周辺環境に配慮しつつ、工業などを集積・振興。
・�住宅地との隣接地は、地区計画などにより適切な
土地利用を誘導。

農業的土地利用

田園
共生地

市街化
調整区域

・�農地の保全を基本に、特別指定区域制度などを
活用し、集落を維持・活性化。
・�事業所や店舗などが点在する幹線道路沿道の低・
未利用地は、交通利便性を活かした土地利用を
促進。
・�工場集積地などの土地利用を促進するため、特
別指定区域制度などの活用を検討。

非線引き
都市計画
区域及び
都市計画
区域外

・県の緑条例などに基づき、無秩序な開発を抑制。
・農業生産環境と調和した住環境を保全。
・�空家や空地の利活用の促進、定住・移住施策と
連携し集落の活力を維持。

自然的土地利用

自然環境保全地 ・�市街地の背後の山林は、関係法令に基づき、自
然環境を適切に保全。

土地利用規制の見直しについて
・�加古川の河川改修事業により市街地が減少する上滝野・下滝野地区の区
域区分を見直し。
・�滝野地域の小中一貫校整備に伴う区域区分の見直しを検討。

0 1 2 3 4km

駅周辺
活性化エリア

生活機能ゾーン

工業地

住工共生地

住居地

田園共生地

自然環境保全地

河川・湖沼

都市機能
集積エリア

土地利用方針

市街化区域

都市計画区域

JR 高速道路

主要な幹線道路

滝野社 IC/BS滝野社 IC/BS

社 PA/BS社 PA/BS

東条 BS東条 BS

中国縦貫自動車道

中国縦貫自動車道

社
町
駅

社
町
駅

滝
野
駅

滝
野
駅

滝
駅

滝
駅

東条地区東条地区

ひょうご東条 ICひょうご東条 IC

市役所市役所国道 372 号
国道 372 号

国
道
37
2
号

国
道
37
2
号

国
道

17
5
号

国
道

17
5
号

JR
加
古
川
線

JR
加
古
川
線

やしろｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸBioやしろｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾊﾟｰｸBio

兵庫教育大学兵庫教育大学
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都市施設の方針

◉ �市内外をつなぐ各連携軸の機能強化に向けて、道路整備を促進するとともに、広域交通に優れたまちとしての強みをさらに発揮するため、
本市と神戸方面を結ぶ高規格道路ネットワークの整備に向けて調査・研究を行い、整備を促進します。

◉ �自転車の通行空間の確保に向け、自転車ネットワーク計画の策定を検討します。

◉ �持続可能な地域公共交通ネットワークの形成に向けて、市民、交通事業者、行政がそれぞれの役割を担い補完しあいながら、取組を推進
します。

◉ �土地利用と連携した道路整備と地域公共交通の充実により、多極ネットワーク型の都市構造の実現を目指します。

◉ 市街地においては、住環境の維持・向上とあわせて、水や緑などの地域の資源を活かした潤いのある都市景観の形成を図ります。

◉ 本市が誇る豊かな自然を適切に保全・活用します。また、農地の適切な利用を推進することで、農村環境と農村景観の保全につなげます。

◉ �国や県などの関係機関や民間事業者と連携しながら、補助制度を積極的に活用し、都市基盤や都市機能の充実、低・未利用地の有効な
土地利用転換を図り、持続可能で活力のある市街地の形成を図ります。

◉ �加古川の河川改修事業の推進、避難場所の確保、構造物や建築物の計画的な耐震化などのハード対策に取り組むとともに、地域の避難
体制の充実や自主防災組織の活性化などのソフト対策を充実させ、災害に強い都市づくりを推進します。

◉ �地域と連携し、犯罪や交通事故などがない安全・安心な都市づくりを推進します。

（河川）
◉ �治水安全性の向上を図るため、国・県と連携し、加古川の河川改修事業を推進するとともに、支川対策については、関係機関と連携しな
がら、加古川築堤と一体的に進めます。

（ごみ、し尿処理施設）
◉ �ごみ処理については、広域処理体制の構築に取り組むとともに、ごみ処理施設の総合的・一体的な整備に取り組みます。

◉ �し尿処理については、適正かつ効率的に処理するための施設整備に取り組みます。

（教育・文化施設）
◉ �加東みらいこども園に、段階的に公立認定こども園及び保育所を集約します。

◉ �既存小・中学校の維持管理を図りながら、計画に基づき小中一貫校の整備に取り組むとともに、閉校となる施設は、地域と協議し活用方
針を決定します。

◉ �本市には、総合公園や広域公園など、市民が憩える多様な公園が整備されており、身近な緑に触れることができる場として、また、防災
機能や都市環境形成機能を持つ場として、既存公園の維持管理に努めます。

◉ �水道事業の健全な経営と水道施設の適切な維持・管理を推進します。

◉ �下水道については、既存の下水道施設を維持・活用しながら、集合処理と個別処理を適切に組み合わせて、汚水処理を推進します。

2

景観形成と環境保全の方針3

市街地整備の方針4

安全・安心な都市づくりの方針5

●交通施設（道路・公共交通）

●その他の都市施設

●公園・緑地

●上下水道
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　地域別構想の地域区分については、都市計画の規制に加えて、地域の
歴史や地域住民のコミュニティを重視することとし、右図のように、
社地域・滝野地域・東条地域の 3地域による区分を設定します。

地 域 別 構 想

地域区分

　社地域では、やしろショッピングパーク Bio 周辺の都市機能や交通利便性を活かした「まちの拠点」の形成と、市街地を
囲む豊かな自然環境の保全を図ります。
　また、兵庫教育大学や中央図書館、やしろ国際学習塾、嬉野台生涯教育センターなどの教育・文化施設が集まる強みを活かして、
都市づくりに取り組みます。

社地域１

0 1 2 3 4km

（市街地部分）

（市街地部分：拡大）

県道厚利社線の歩道整備の促進

特別指定区域制度の活用

集落の維持・活性化

地域全体で取り組む事項

田園環境の保全

土砂災害の防止対策

通学路における交通

安全施設の整備

歴史的風致の保全

歴史的風致の保全

豊かな自然環境の保全

市道大門北野線の延伸についての調査・研究

県道松尾青野ヶ原停車場線の整備促進

自然環境の保全

都市機能の集積

産業集積の促進

国道 372 号の歩道整備の
促進（木梨・藤田地区）

国道とのアクセス強化

利便性の高い拠点形成

社商店街の活性化支援

商業機能の誘導

バスターミナルの整備

パーク＆バスライドの推進

（仮称）市道社西部線の道路整備
による市街地の土地利用の促進

主要地方道神戸加東線
の整備促進

景観形成指定地区

における良好な景観形成

起勢の里の整備に向けた調査・研究

空家・空地の利活用の促進

移住・定住施策との連携

BioBio

社工業団地社工業団地

国道 372 号

国道 372 号

国
道

17
5
号

国
道

17
5
号

社商店街社商店街

市役所市役所

中央図書館
社中央公園
中央図書館
社中央公園

滝野社 IC/BS滝野社 IC/BS

やしろ国際学習塾やしろ国際学習塾

社 PA/BS社 PA/BS

朝光寺朝光寺

播州清水寺播州清水寺

三草山三草山

兵庫教育大学兵庫教育大学

起勢の里起勢の里

平池公園平池公園

やしろの森自然公園やしろの森自然公園

市民病院市民病院

ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ社店ﾏｯｸｽﾊﾞﾘｭ社店

工業地

住工共生地

住居地

田園共生地

自然環境保全地

河川・湖沼

市街化区域

都市計画区域

主な地域資源等

都市機能集積エリア

0 1 2 3 4km

：市街化区域

：都市計画区域

：JR ：高速道路

：主要な幹線道路

駅周辺活性化ゾーン生活機能ゾーン

工業ゾーン

住工共生ゾーン

住居ゾーン

田園共生ゾーン

自然環境保全ゾーン

河川・湖沼

都市機能集積ゾーン

土地利用方針

地域区分設定図

社地域

東条地域

滝野地域
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　滝野地域では、JR 滝野駅周辺を生活の拠点として、地域住民が住み続けたいと思える都市づくりを目指します。また、加古川
沿川の地域では、治水安全性の向上を図り、安心して住み続けられる市街地の形成を図ります。

　東条地域では、これまで整備してきたストックを活用し、生活利便性の高い地域の形成を目指すとともに、周辺の既存集落
においても、自然と調和した住環境の保全を図ります。
　また、釣針や鯉のぼり、ひな人形の製造などの伝統産業が息づく都市づくりを目指します。

滝野地域2

東条地域3

闘竜灘の保全・活用

滝野総合運動公園の整備に向けた調査・研究

産業集積の促進

駅周辺の活性化
商業・業務系土地利用の誘導
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・�広報広聴の充実などによる市民の市政参画の推進や、地域やまちづくり活動団体への支援、地域コミュニティの主体となる
自治会やまちづくり協議会との連携など、協働体制を構築します。

・�兵庫教育大学をはじめとした教育機関などと連携するとともに、外部の専門家のアドバイスを聞いたり、地域住民同士で意
見交換を行うなど、様々な機会を通じ、地域で学び、地域の未来を考える機会を創出します。また、このような取組を実践
する担い手の育成に努めます。

・庁内における横断的な組織の連携を図ることにより、都市計画に関する庁内体制を確立します。

・�少子高齢化・人口減少社会において持続可能な都市づくりを進めていくためには、行政だけに頼らず、市民が主体となって
都市づくりを進めていくことが不可欠です。加東市都市計画マスタープランでは、主に以下の役割を市民に期待し、市民と
行政が連携して都市づくりを推進します。

　本市の将来都市像を実現していくためには、一定の期間が
必要になることから、継続的な取組が必要となる一方、今後
の社会情勢の変化にも柔軟に対応していく必要があります。
　そのため、それらの変化に対応していくためにも、計画を
実施し、その結果を検証・評価し、次の計画へ適切に反映し
ていく PDCAサイクルの考え方が必要です。
　今後、都市計画事業などの進捗状況や地域を取り巻く環境
の変化、社会情勢の変化を踏まえて、計画の評価・検証を行い、
必要に応じて改善を行います。

推 進 体 制

協働による計画推進

市民を中心とした都市づくりの推進

計画の評価

地域活動のリーダーとなる
・�本市では、里山における自然体験学習や地域の伝統行事・祭りなど、地域の資源を活かした地域活動が多面的に
展開されています。このような地域活動をリードし、様々な人々を巻き込んでいく人材が必要であり、行政は、
このような機会の創出に努めます。

地 域 の 施 設 を 守 る ・�生活に身近な道路や公園などの既存施設は、実際に使われる地域住民にも管理に参画してもらえるよう、行政は、
アドプト制度など必要な取組を講じます。

新たなつながりをつくる

・�SNS などの新たなコミュニケーションツールを活用したつながりから、新たな価値を創出することが期待される
ため、行政は、まちづくり情報の発信を行い、多様で新しいネットワークづくりを促進します。
・�本市には外国人労働者が多く、これらの人々を新たな担い手として、地域コミュニティの中で積極的に受け入れ
ていくことが必要であり、行政は、地域住民と外国人労働者などが互いの文化や風習を理解しあえる場・機会を
創出するとともに、新たな交流を促進します。

PDCAサイクルのイメージ
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計画の実行計画の評価

都市計画マスタープランの作成計画の改善

施策・事業の実施
必要に応じたモニタリング

目標達成状況の確認・評価
目標未達成要因の分析

目標の達成状況や
社会情勢の変化
に応じた施策
・事業の改善
計画の見直し

全体構想・地域別構想、
　都市づくりの基本方針
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見直し
改善
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